
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

●５月１０日 

１. ４月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

●５月１５日 

２. 特別農業所得者の承認申請 

●５月３１日 

３．個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 

  通知方法…特別徴収義務者経由，納税義務者へ通知  

４．３月決算法人の確定申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･ 

(法人事業所税)･法人住民税〉 

５. ３月,６月,９月,１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの期間短縮に係る確定申  

告〈消費税及び地方消費税〉 

６．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

７．９月決算法人の中間申告 

〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人住民税〉(半期分) 

８．消費税の年税額が４００万円超の６月,９月,１２月決算法人・個人事業者の３月ご 

との中間申告〈消費税及び地方消費税〉 

９．消費税の年税額が４,８００万円超の２月,３月決算法人を除く法人・個人事業者の 

１月ごとの中間申告(１月決算法人は２か月分,個人事業者は３か月分)〈消費税及  

び地方消費税〉 

１０. 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 

 

●５月中において都道府県の条例で定める日 

１１．自動車税(種別割)の納付 

    賦課期日…４月１日 

１２．鉱区税の納付 

賦課期日…４月１日 
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No.社報タイトル「躍動」は社内で

掲げる２０２４年の標語です。 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

          
   

税務マメ知識 


